８福福発第10555号
令和８年５月19日　
（公 印 省 略）　
各小規模保育所・事業所内保育所施設長　様
大田区福祉部長
有　我　　孝　之
令和８年度施設調査書の提出について（依頼）
　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、日頃より大田区保育行政にご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。
　さて、「施設調査書（小規模保育所・事業所内保育所）」につきまして、下記により作成し、関係書類とともにご提出いただきますようお願いいたします。
　なお、本調査書については、情報開示を請求される区民等に対して、個人に関する情報を除き開示することがあります。また、大田区保育サービス課や東京都から情報提供の依頼があった場合、本調査書を提供する場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
記
１　施設調査書記入上の注意点
施設調査書の作成時点は、原則として、令和８年４月１日現在とします。ただし、会計経理関係は、令和７年度決算時点となります。
２　提出物
（１）施設調査書　一式
（２）添付書類　　一式
（運営管理）
①就業規則（保育所の常勤職員に適用されるもの）の写し
②給与規程（給料表及び諸手当に関する規程を含む）の写し

③建物平面図（室名及び面積を記入したもの）の写し
④重要事項説明書

（保育内容）
⑤入園のしおりの写し（令和８年度）
　⑥シフト表（令和８年４月分）
（全職員のシフトの実績。土曜日分を含む。）
（会計経理）
⑦施設の決算書（財産目録、計算書類、附属明細書等）令和７年度（直近期）　一式

⑧組替表等
⑨運営主体の決算書（財産目録計算書類、附属明細書等）令和７年度（直近期）一式
⑩施設の預金残高証明書（写）
※上記の計算書類等の詳細は、施設調査書の会計01「Ⅲ会計経理」をご覧ください。
３　提出期限
　　令和８年７月１日（水曜日）
なお、提出期限より前に検査を予定している施設につきましては、上記の提出期限にかかわらず、個別に提出期限の連絡をさせていただくことがあります。
４　作成方法
「【大田区】令和８年度施設調査書」を、区ホームページからダウンロードしてください。
(URL) https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/hoiku/shisetsu_kensa/Chousasyo.html（「施設調査書」のページ）
＊「小規模・事業所内保育施設」の様式をダウンロードしてください。
　なお、事務負担軽減のため、前年度の施設調査書の回答内容を当年度の様式に転記するマクロを掲載しています。
５　提出方法
社会福祉施設等に対する指導検査業務システム（SDX）にログインの上、上記「２　提出物」に記載の書類をすべてアップロードしてください。提出の手順については、別紙04施設調査書提出マニュアルを参照してください。なお、当該マニュアルはシステムを管理している東京都が作成したものであるため、提出先や問合せ先が「東京都」と表記されていますが、適宜大田区と読み替えて操作をお願いします。
添付書類は、ワード・エクセル・PDF形式で作成・管理している書類は、そのままの形式でアップロードしてください。紙で作成・管理している書類は、スキャナで読み込みPDF形式でご提出ください。その際、ファイル名は、上記２　提出物（２）の、太字下線部分を付けるようにお願いします。
（電子提出時のファイル名の例）　①就業規則.docx 、⑦シフト表.pdf

なお、SDXによる提出が難しい場合は、恐れ入りますが、以下のLoGoフォームにログインの上、上記「２　提出物」に記載の書類をすべてアップロードしてください。
　　https://logoform.jp/form/8BrJ/1483823
　　※LoGoフォームは添付できるファイルサイズ上限があります。このため、スキャナで読み込むPDFが多く、添付できない場合には、ファイルを分割したり複数回に分けてアップロードしてください。

サイズ上限：１ファイル当たり10MB、1フォーム合計100MB。
　　※紙で作成・管理している書類を、PDF形式に取込めない場合は、お手数ですが郵送または持参によりご提出ください。持参の場合には大田区福祉管理課窓口(本庁舎８階24番)で、保育施設指導検査担当職員をお呼び出しください。
６　問合せ先
〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
大田区福祉部　福祉管理課　法人指導担当（保育施設等指導検査）　（８階24番窓口）
（運営担当）清水、矢野、青葉
（保育担当）相原、野中、永嶋、金澤、川田、髙野
（会計担当）赤羽、阿部、関谷

　電話　０３（５７４４）１７４９
　メール：shidoukensa@city.ota.tokyo.jp
